
かける手法があり
ます。しかし、増
粘剤はたくさん種
類があるほか、食
事をミキサーにか
けるとカロリーが
減ってしまうこと
もあります。そこ
で増粘剤などの開
発普及に携わる県
内の会社の協力を得て、カロリーやタンパク質の摂取量を減ら
さずに食べやすく調整する方法の紹介なども進めています。

摂食嚥下障害の家族に寄り添う
　家庭で日頃介護の中心を担っている家族が病気になったりす
ると、嚥下障害のある方への食事の提供が難しくなります。食
事塾では、そのような家族に寄り添い、食事作りのお手伝いや
情報提供などを行いたいと考えています。
　「嚥下障害のある人も嚥下食によって食べる楽しみが生まれ、
それが生きがいとなり、精神的に元気になります」と宮田さん
たちはいいます。食事塾主催の研修を受けた方が、勤務先の施
設で嚥下食を工夫することで、入所者が食事をすべて食べられ
るようになったという例もあります。このような動きが家庭や
施設から地域へ広がっていくように活動を進めていきたいと話
していました。

嚥下食のカフェで地域を元気に
　誰かが嚥下障害になるとその家族は一緒に外食をする機会が
少なくなります。もし、カフェやレストランで食事を柔らかく
したり、切り方を工夫したりして提供できれば、同じ料理を家
族で楽しむことができるようになります。そうした方法をみん
なに知ってもらい、実践してもらうことで、誰もが安心して食
事を楽しむことができる地域にしていきたい、と夢を話してく
れました。

　田辺市、上富田町を中心とした地域で摂食嚥下障害のある方
のサポートをする NPO 法人紀南食事塾は、障害があっても、
高齢になっても、『おいしく楽しく安全に』食事をとることが
できるよう言語聴覚士が中心となって立ち上げた団体です。代
表の宮田さんにうかがいました。

紀南食事塾の立ち上げ
　宮田さんは長年、支援学校で嚥下障害のある生徒への支援を
おこない、在職中に言語聴覚士の資格も取得しました。その後、
教育関係や医療関係の研修会にも参加するようになり、摂食指
導に関する知識や技術を習得するとともに、ほかの言語聴覚士
の仲間と学んだり相談したりしながら生徒へのサポートを続け
ることができました。
　ただ、こうした支援は学校やリハビリの場面だけではなく、
日常生活のあらゆる場面で根付くことが必要であり、その輪を
広げたいという思いから、食事塾の立ち上げに至ったといいま
す。

研修会で嚥下食の啓発
　食事塾では、食べることが難しい方やその支援者を対象に、
摂食指導の大切さや食事の整え方、介助方法の基礎などを伝え
る研修会を開催しています。
　また、嚥下食は家庭で調理するのは難しい、面倒と諦めてし
まう、という話もよく聞かれるので、簡単な食事作りに関する
研修もおこなっています。嚥下食づくりにはとろみをつける「と

ろみ剤」を
使う手法、
ご飯やおか
ずをゼリー
状やゲル状
に整えて食
べやすくす
る「増粘剤」
を 使 う 手
法、食事を
ミキサーに

★ 日程は、祝祭日や施設休館日等により、変更になることがありますので必ずご予約ください。
★ 上記とは別に、オンラインによるご相談、概ね 5 名以上のグループを対象とした県内出張 NPO 相談も実施しています。

■「わかやま NPO 広場」イベント・助成金・団
体データベースをリニューアルしました
　和歌山県 NPO・ボランティアホームページ「わかやま NPO

広場」（https://www.wakayama-npo.jp/）内のイベント情報、

助成金情報データベース、県内 NPO・ボランティア団体データ

ベース（DB）をリニューアルし、運用しています。

　イベント情報や助成金情報は日付、分野などで絞り込みがで

きるほか、スマートフォンでもご覧いただきやすいレイアウト

になっています。ぜひご活用ください。

　NPO・ボランティア団体 DB では、地域や活動分野、関連す

る SDGs ゴール番号、寄附やボランティアの募集の有無等で絞

り込み検索が可能です。

　イベント情報への掲載をご希望の方、NPO・ボランティア団

体情報への掲載もしくは掲載情報の更新をご希望の方はお気軽

に和歌山県 NPO サポートセンターまでお知らせください。

　イベント情報　https://wnc.jp/?post_type=events

　助成金情報　　https://wnc.jp/?post_type=subsidies

　県内団体 DB  　https://wnc.jp/?post_type=npo

　イベント情報　　　　  助成金情報　　　　  県内団体情報
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和歌山県NPO・ボランティア情報紙 わか愛愛

発行・編集　和歌山県NPOサポートセンター（指定管理者：NPO法人わかやまNPOセンター）

和歌山県環境生活部 県民局 県民生活課 県民活動団体室
（和歌山県庁本館 2F）

TEL：073-441-2053　　FAX：073-433-1771
メール：e0313002@pref.wakayama.lg.jp
URL：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/

[ 本紙は古紙再生率 70％以上の再生紙を使用しています ]

和歌山県NPOサポートセンター （県民交流プラザ和歌山ビッグ愛9F）
TEL：073-435-5424　　FAX：073-435-5425
メール：info@wakayama-npo.jp　URL：https://www.wakayama-npo.jp/
受付時間：火曜日～土曜日　9:00 ～ 20:50
　　　　　日曜日　9:00 ～ 17:30
休館日：月曜日・祝祭日・年末年始（12/29 ～ 1/3）

【指定管理者：認定特定非営利活動法人わかやま NPO センター】

NPO に関するご相談は

N PO 法人紀南食事塾NO.68
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えんげ

T A K E  F R E E橋本市市民活動サポートセンター
■相談日：原則毎月第 2 水曜日の 10 時～ 16 時
■場　所：橋本市保健福祉センター 2F
■相談予約電話番号：0736-33-0088　FAX：0736-33-0095
■対　象：原則として橋本市内に拠点を置き活動中、または活
　　　　　動しようとする団体

田辺市市民活動センター
■相談日：原則毎月第 2 金曜日の 10 時半～ 16 時
　　　　※ 8 月は 18 日（金）、9月は 15日（金）となります
■場　所：田辺市民総合センター 2F
■相談予約電話番号：0739-26-9833（FAX 同番号）
■対　象：田辺市を中心とした紀南エリアで活動中、または活 
　　　　　動しようとする団体

田辺市・橋本市での NPO 出張相談

和歌山県 NPO サポートセンターからのお知らせ

NPO法人紀南食事塾
〒649-2105　西牟婁郡上富田町朝来 8-10

　和歌山県 NPO サポートセンターでは以下の 2 カ所で毎月 1 回、NPO 出張相談会を開いています。NPO 法人設立・運営・役員変更・
定款変更・認定 NPO 法人等に関する様々なご相談を受け付けています。ご利用は無料ですが、事前に各センターへ団体名・相談内
容等をお知らせいただき、予約をお願いします。なお、1 件あたりの相談時間は 1 時間以内です。

■ NPOのための防災講座「AEDの使い方」
　公共施設などを中心に、AED（自動体外式除細動器）が設置

されるところが増加しています。AED は心停止されている方が

いらっしゃったときに電気ショックを与えることで「除細動」

をおこない、救命につなげる機器です。いざ、というときのた

めに AED の使い方を学びませんか。

　県立熊野高校「Kumano サポーターズリーダー部」が開発し

た、女性向け AED シート「ハートフルシート」の実演も予定

しています。

【実施日】　8 月 30 日（水）13:30 ～ 15:30

【場　所】　和歌山ビッグ愛会議室 C
【講　師】　山本正秀さん（和歌山市消防協会・防災学習センター長）
　　　　　県立熊野高校 Kumano サポーターズリーダー部

【参加費】　無料
【定　員】　20 名（会場参加のみ）
　お申し込みはこちらの QR コードから可
能です。

■ サポートセンター印刷機の価格改定について
　今般、コピー用紙やインクなどの資材の調達価格が高騰して

いることから、和歌山県 NPO サポートセンターの印刷機のご

利用料金の改定を予定しています。詳細が決まりましたら NPO

サポートセンターや「わかやま NPO 広場」などでご案内します。

ご了承ください。

田　辺　市 橋　本　市

理学療法士を招いて食事の際の良い姿勢の実技講習理学療法士を招いて食事の際の良い姿勢の実技講習

2023 年 2 月の調理実習2023 年 2 月の調理実習



助成金 & 公募情報
「みんなに男女共同参画」提案事業 企画提案
　女性にとっても男性にとっても生きやすい「元気な和歌山」
を実現するため、県内の NPO などの地域活動団体が男女共同
参画に向けた取組を推進する事業の企画提案を募集します。
【テーマ】　（1） 政策・方針決定過程での女性の参画の拡大
　　　　　（2） 働く場と家庭における男女共同参画の推進
　　　　　（3） さまざまな分野における男女共同参画の推進
　　　　　（4） 男女間のあらゆる暴力の根絶
　　　　　（5） 男女が互いの性を尊重する意識づくり
　　　　　（6） 困難な状況に置かれている人への支援
【対象団体】　県内のNPOなど地域で活動している団体・グルー
　　　　　　プ等
【助成金額】　委託費として 1企画につき上限 5万円を負担
　　　　　　5団体程度を採択予定
【締め切り】　7月 20 日（木）必着
【主　　催】　和歌山県男女共同参画センター “りぃぶる”
【備　　考】　詳細はウェブサイトをご覧ください
　　　　　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031501/

様々な困難で困窮する女性の経済的自立支援事業
　様々な困難で困窮する女性の経済的自立を目指す、生活支援
から就労までの包括支援モデルの構築を支援します。
【対象団体】　困窮する単身女性等の支援に関する事業実績が 3
　　　　　　年以上ある、非営利の法人格を有し、本事業を担
　　　　　　当する有給職員が 1名以上いること
【対象事業】　緊急期から自立に向けた就労支援に至るまで、切
　　　　　　れ目のない支援により、困窮する女性の経済的自
　　　　　　立を図る包括支援モデル事業の構築
【支援内容】　1 団体あたり 5,000 万円を上限とした資金支援、　
　　　　　　専門的アドバイザーによる事業推進支援、事業評
　　　　　　価支援
【対象期間】　2023 年秋頃～ 2026 年 2月
【採択団体】　全国で 6団体を想定
【締め切り】　7月 31 日（月）17 時必着
【主　　催】　公益財団法人パブリックリソース財団
【備　　考】　詳細はウェブサイトをご覧ください。
　　　　　　https://www.public.or.jp/project/f1017
　　　　　　この事業は、休眠預金等活用事業として実施され
　　　　　　ます

Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs
【対象団体】　〔1〕国内助成…日本国内の貧困の解消、または貧
　　　　　　困と関連のある問題の解消に向けて取り組むNPO
　　　　　　〔2〕海外助成…新興国・途上国内など、支援を必
　　　　　　要としている国・地域で貧困の解消、または貧困
　　　　　　と関連のある問題の解消に向けて取り組むNGO
　　　　　　※ 共通事項…民間非営利組織で、団体設立から 3
　　　　　　年以上であること
【助成内容】　組織診断からはじめるコース…上限 150 万円
　　　　　　組織基盤強化コース…上限200万円/年（最長2年）
【助成期間】　2024 年 1月～ 12 月
【締め切り】　7月 31 日（月）必着
【主　　催】　パナソニックホールディングス株式会社
【備　　考】　詳細はウェブサイトをご覧ください。
　　　　　　https://holdings.panasonic/jp/corporate/
　　　　　　sustainability/citizenship/pnsf/
　　　　　　npo_summary/2023_recruit.html

第 19期ナショナル・トラスト活動助成
【助成内容】　〔1〕土地所有状況調査助成 …土地を購入しトラス
　　　　　　ト活動を推進する準備段階において、トラスト候
　　　　　　補地の土地所有状況調査にかかる費用を助成
　　　　　　〔2〕活動実践助成… トラスト団体を立ち上げて、
　　　　　　実際に土地を取得しトラスト活動を実践する費用
　　　　　　を助成
【助成金額】　〔1〕上限 30 万円、〔2〕総額 500 万円を１～２団
　　　　　　体に助成予定
【締め切り】　8月 18 日（金）当日消印有効
【主　　催】　公益財団法人日本ナショナル・トラスト協会
　　　　　　公益財団法人自然保護助成基金
【備　　考】　詳細はウェブサイトをご覧ください
　　　　　　http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html

【各種情報はメールマガジンでも配信中！】
　和歌山県 NPO サポートセンターに届くイベント情報や助成
金情報等を毎月 1 日・15 日（休館日と重なる場合は翌開館日）
に発行しているメールマガジンは こちらの QR コードから配信
登録ができます。
　または info＠wakayama-npo.jp へ配信を希望
するメールアドレスをお知らせください。

　みなさんからのイベント情報もお待ちしています。和歌山県
NPOサポートセンターまでお知らせください。

　NPO 法人をはじめ様々な法人には「財務諸表」というものがあります。その団体の財務状況がわかる「財務諸表」。
あらためてその意味をおさらいしましょう。

【内閣府NPOウェブ報告システムについて】
　前号でご紹介した「内閣府NPOウェブ報告システム」
は、システム改修のため、事業報告書等に限り、オン
ライン入力・専用ツールでの入力による提出は一時的
に休止され、今年度は PDF・Word・Excel 形式のファ
イル添付による提出のみとなりました。
　システムは随時改修されており、操作マニュアルの
拡充なども予定されているとのことです。

財務諸表とは？

NPO法人の財務諸表とは
　NPO 法人は法律に基づき、活動計算書、貸借対照表、
財産目録の 3 つの財務諸表を作成する義務があります。
活動計算書は企業の損益計算書に該当するものです。
　活動計算書（2012 年までは「収支計算書」と呼んでい
ました）には決まった書式はありませんでしたが、内閣
府が設置した審議会などで「NPO 法人の会計書類の書式
がまちまちで法人間の比較がしづらい」などといった意
見があったことから、民間主導の会計基準の策定が促さ
れ、2010 年に「NPO 法人会計基準」ができました。この
NPO 法人会計基準では、他の会計基準も参考にし、法人
の会計の状況を補足する「計算書類の注記」を作成する
ことを求めています。
　したがって、NPO 法人の財務諸表は以下のような構成
となっています。

　なお、NPO 法人会計基準以外の会計基準を用いること
も認められています。実際に、社会福祉法人会計基準や
就労支援事業会計処理基準などを採用している NPO 法人
があります。

貸借対照表と活動計算書の違いは？
　貸借対照表は「ある時点の資産・負債・正味財産の額」
を明らかにする書類、活動計算書は「ある期間中に発生
した収益・費用の額」を明らかにする書類、という違い
があります。NPO 法人が作成する貸借対照表は「年度末
日時点」、活動計算書は「年度初日から年度末日」の日付
が記載されていることからもわかります。

　大まかに図示すると上記のような形です。貸借対照表
上の数字は同じであったとしても、活動計算書をみると
数字の動き方がある程度推測できます。緑や青の点線は

特集

比較的緩やかに、赤の点線は比較的頻繁に資産や負債の
増減があったことがわかります。
　「計算書類の注記」については、法律上は提出の義務は
ありませんが、NPO 法人会計基準をはじめ多くの会計基
準では注記の添付を求めていますので、採用されている
会計基準に応じた対応をお願いします。注記では、採用
している会計基準の明示、部門別の収益・費用の状況、
固定資産や借入金の状況など、団体の財務諸表を補足す
る情報を掲載します。

複式簿記が望ましいものの…
　貸借対照表と活動計算書をスムーズに作成するには複
式簿記が望ましいとされています。

　例えば、現金 100 円でノートを購入した場合は、
　1. 貸借対照表上の資産（現金）が減る
　2. 活動計算書上の消耗品費が増える
　…の 2 つの事象が起こります。複式簿記の記帳（仕訳）
では貸借対照表と活動計算書双方のお金の動きを同時に
記録することができるメリットがあります。
　とはいえ、複式簿記で記帳するには簿記の知識が必要
になります。人を雇用している場合、事業年度をまたぐ
お金の出入りがある場合、備品を複数所有している場合、
認定 NPO 法人を目指す場合、年間予算がおおむね 1000
万円を超える場合などは複式簿記が望ましいと考えられ
ます。一方で、複式簿記は難しいという小さな団体であ
れば、まずは日々のお金の出入りをもれなく記録し、領
収書などの証憑書類を確実に保管すること、複数人の確
認を得ることなど、基本的な会計実務を心がければ、財
務諸表の作成に支障が出ることは少ないと考えられます。

※ 資料参考：全国NPO事務支援カンファレンス講習資料

新規設立 NPO 法人 
◎NPO法人 Happiness Kids Labo（和歌山市）
　2023 年 6 月 6日認証　代表者　片山 美織
　和歌山の子ども達も世界の子ども達も、障害・病気があっても不登校で

も、それぞれの人生を生きている同じ子どもなんだということを理解し、

「一緒に」自分の出来ること、やりたいこと、表現したいことを探して自

己実現できる場作りを目指して活動します。

　メール　happinesskidslabo@gmail.com

◎NPO法人子育て支援パレット・ココ（海南市）
　2023 年 6 月 14 日認証　代表者　東野 加代 
　親子で楽しめる、お母さんのつながりあいを中心に地域を限定せず誰も

が来れてホッとできる心地良い居場所作りをしています。親子で製作を楽

しむ日やワークショップ開催日はお母さんにはこの時間を自分のために

使っていただけるよう子どもさんは保育士がお預かりしています。

　電話 090-1175-2920　メール higashino-kayo@ymail.ne.jp　

このコーナーでは、前号発行以降に NPO 法人の新規設立認証を
受けたNPO法人をご紹介しています。
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